
 に
な
っ
て
い
た
。
兵
士
に
差
点
さ
れ
た
も
の
は
一
〇
番
に
分
か
れ
、
各
番
が
十
日
ず
つ
軍
団
   の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

 に
上
番
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
年
に
三
十
日
余
の
勤
務
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

  本
木
簡
は
、
「
毎
二
斗
七
升
遺
二
斗
三
升
」
と
支
出
残
高
を
記
し
て
い
る
点
か
ら
類
推
す
る

 と
、
公
糎
支
給
に
関
す
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
払
田
柵
木
簡
を
参
照
す
る

 と
、
酒
世
ら
の
二
斗
四
升
四
合
は
、
目
板
八
合
と
す
れ
ば
三
〇
・
五
日
分
、
中
津
子
の
二
斗

 八
升
は
三
十
五
日
分
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
公
糎
額
は
、
ほ
ぼ
兵
士
一
年
分
(約
三
十
日
勤
務
)

 の
番
上
糎
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。

 第
三
号
木
簡

  上
端
お
よ
び
右
側
面
は
原
状
、
左
側
面
と
下
端
欠
損
。
裏
面
文
字
な
し
。

  「
七
月
一
日
始
十
日
□
」
は
、
七
月
一
日
か
ら
十
日
ま
で
の
十
日
間
分
の
公
糎
の
支
給
ま

 た
は
請
求
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
号
木
簡
と
同
様
に
公
糎
な
ど
の
支

 給
ま
た
は
請
求
木
簡
か
と
推
測
で
き
る
。

  《
ま
と
め
》

 一
、
第
一
号
は
上
の
役
所
か
ら
下
の
役
所
に
宛
て
た
命
令
書
。
命
令
内
容
は
不
明
で
あ
る
が

  年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
木
簡
で
あ
る
。
年
紀
「
仁
壽
参
年
六
月
三
日
」
の
仁
寿

  参
(三
)年
は
八
五
三
年
。
年
号
を
記
し
た
木
簡
は
、
山
形
県
内
で
は
川
西
町
の
道
伝
遺
跡

  木
簡
「
寛
平
八
年
(八
九
六
)」
に
つ
ぐ
二
例
目
の
発
見
。

 二
、
第
二
号
に
記
さ
れ
た
一
人
ひ
と
り
の
量
目
(二
斗
八
升
、
二
斗
四
升
四
合
)は
、
古
代

  の
役
所
が
兵
士
に
支
給
し
た
一
日
の
食
料
・
米
八
合
(現
量
三
合
二
勺
、
○
.五
六
七
2)

  と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
三
十
日
分
に
相
当
す
る
。
お
そ
ら
く
、
兵
士
は
一
年
間
、
十
日
ず
つ
三

  回
に
分
け
て
だ
い
た
い
三
十
日
勤
務
し
た
の
で
、
そ
の
食
料
か
と
考
え
ら
れ
る
。

 三
、
第
三
号
も
、
第
二
号
と
同
じ
食
料
の
支
給
ま
た
は
請
求
の
こ
と
を
記
し
た
木
簡
で
、
十

  日
間
単
位
に
支
給
ま
た
は
請
求
と
な
っ
て
い
る
。

 四
、
こ
れ
ら
の
木
簡
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
遺
跡
は
当
時
の
役
所
(そ
の
性
格
は
不
明
)



   「
今
塚
遺
跡
出
土
木
簡
の
解
説
」
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館
平
川
南

 《
解
 説
》

 第
一
号
木
簡

  下
端
及
び
両
側
面
は
原
状
を
止
ど
め
て
い
る
。
上
端
欠
損
。
原
状
は
短
冊
型
で
、
そ
の
下

 半
部
が
残
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

  【
記
載
様
式
】
「
…
奉
行
 職
名
+人
名

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
」

  こ
の
記
載
様
式
か
ら
判
断
す
る
と
、
書
式
は
「
公
式
令
」
の
符
式
が
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、

 符
は
所
管
の
上
級
官
司
か
ら
被
管
官
司
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
下
達
文
書
で
、
上
申
文
書
と

 し
て
の
解
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
(符
到
)奉
行
」
は
符
の
実
施
を
命
ず
る
書
止
め
文
言
、

  
 
 
 
 
 
 
 
(
位
 
署
)

 ま
た
、
本
文
書
は
「
職
名
+人
名
  と
な
っ
て
い
る
。
解
や
移
は
位
署
が
い
ず
れ
も
年
月
日

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
月
日
」

 の
下
お
よ
び
次
行
で
あ
る
の
に
対
し
、
下
達
文
書
の
符
で
は
年
月
日
の
前
に
加
署
さ
れ
る
の

 で
あ
る
。
「
□
部
『
人
雄
』
」
の
『
人
雄
』
の
部
分
は
筆
が
異
な
り
、
自
署
(サ
イ
ン
)と
判

 断
で
き
る
。

  「
仁
壽
」
は
八
五
一
年
(仁
寿
元
年
)～
八
五
四
年
(仁
寿
四
年
"斉
衡
元
年
)ま
で
の

 年
号
で
、
「
仁
壽
参
年
」
(仁
寿
三
年
)は
西
暦
八
五
三
年
で
あ
る
。
な
お
、
本
木
簡
の
年
号

 の
記
載
の
し
か
た
「
仁
壽
参
年
六
月
三
日
」
の
よ
う
に
、
大
字
(参
)と
小
字
(六
、
三
)

 を
混
用
す
る
例
は
、
し
ば
し
ば
古
代
の
文
書
に
み
え
る
。

  本
木
簡
は
、
文
書
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
`文
書
の
書
式
が
符
式
で
あ
る
点
、

 そ
し
て
年
代
が
明
確
に
「
仁
寿
三
年
(八
五
三
)六
月
三
日
」
と
解
読
で
き
た
点
、
極
め
て

 貴
重
な
史
料
の
発
見
と
言
え
る
。

 第
二
号
木
簡

  上
・
下
端
欠
損
。
片
面
は
天
・
地
両
方
向
か
ら
記
載
し
て
い
る
が
、
文
字
の
重
な
り
は
み

 ら
れ
な
い
。
墨
痕
は
濃
淡
の
差
が
著
し
い
が
、
こ
れ
は
遺
存
状
況
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
天

 方
向
(正
位
)を
ま
ず
濃
い
墨
で
記
し
、
そ
の
の
ち
に
薄
い
墨
で
、
地
の
方
向
(倒
位
)か

 ら
記
載
し
た
と
判
断
で
き
る
。
内
容
も
加
味
す
る
な
ら
ば
、
一
連
の
記
載
と
み
て
お
く
こ
と

 が
で
き
よ
う
。

  「
毎
二
斗
七
升
」
+「
遺
二
斗
三
升
」
"五
斗
、
五
斗
"一
俵
の
う
ち
、
「
○
○
毎
二
斗
七

 升
」
を
支
出
、
そ
の
遺
(の
こ
り
)二
斗
三
升
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
倒
位
の
部
分
は
、
"人

 名
(名
の
み
)+量
目
"の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
酒
世
(さ
か
よ
)二
斗
四
升
四
合
、
○
○

 (人
名
)二
斗
四
升
四
合
、
中
津
子
(な
か
っ
こ
)二
斗
八
升
。

  こ
の
木
簡
の
内
容
は
、
秋
田
県
仙
北
郡
払
田
柵
跡
出
土
の
次
の
木
簡
が
参
考
に
な
る
と
考

 え
ら
れ
る
。

  第
三
号
木
簡
〔
秋
田
県
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
『
払
出
柵
-政
庁
跡
』
一
九
八
五
年
〕

  ・
□
十
火
 大
根
二
石
八
斗
八
升

  ・
口
二
斗
八
升
二
合

  内
容
は
公
糎
の
請
求
文
書
か
と
考
え
ら
れ
る
。
出
羽
国
の
兵
士
は
一
団
一
千
人
で
あ
る
。

 兵
士
は
令
制
の
建
前
で
は
食
糧
自
弁
と
さ
れ
た
が
、
『
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
(八
八
一
)三

 月
二
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
元
慶
四
年
以
前
に
出
羽
国
二
城
(秋
田
城
・
雄
勝
城
)の
兵
士

 一
千
人
は
日
 八
合
の
番
上
糎
を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
木
簡
は
兵
士
十

 火
"一
〇
〇
人
と
す
れ
ば
、
人
別
二
升
八
合
八
勺
、
日
数
に
し
て
三
・
六
日
分
の
請
求
額
と

 な
る
。

  軍
防
令
兵
士
簡
点
条
に
よ
る
と
、
兵
士
は
同
戸
の
う
ち
三
丁
ご
と
に
一
丁
を
あ
て
る
こ
と


